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新旧対照表 

○指定管理者制度に係る事務処理方針 

 

新 旧 

指定管理者制度に係る事務処理方針 指定管理者制度に係る事務処理方針 

平成１５年１１月２７日 

市 長 決 定 

平成１５年１１月２７日 

市 長 決 定 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）に基づき，公

の施設の管理に指定管理者制度を導入する場合の調布市（以下「市」という。）

における事務処理方針を次のように定める。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）に基づき，公

の施設の管理に指定管理者制度を導入する場合の調布市（以下「市」という。）

における事務処理方針を次のように定める。 

第１ 省略 第１ 省略 

第２ 省略 第２ 省略 

第３ 公の施設の設置及び管理に関する条例等の整備 第３ 公の施設の設置及び管理に関する条例等の整備 

１ 共通事項 １ 共通事項 

(1) 指定管理者の指定の手続等指定管理者制度に関する通則的事項は，調布

市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１５年調布

市条例第３０号。以下「手続条例」という。），調布市長が所管する公の

施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則（平成１５年調布市規則

第６２号。以下「手続規則」という。）及び調布市教育委員会が所管する

公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則（平成１６年調布市

教育委員会規則第１号）に定めるところによるものとする。 

 

 

 

 

 なお，通則的事項以外の事項については，個別の公の施設の設置及び

管理に関する条例，規則等で定めるものとする。  

(1) 指定管理者の指定の手続等指定管理者制度に関する通則的事項は，調布

市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１５年調布市

条例第３０号。以下「手続条例」という。），調布市長が所管する公の施設

の指定管理者の指定の手続等に関する規則（平成１５年調布市規則第６２

号。以下「手続規則」という。）及び調布市教育委員会が所管する公の施設

の指定管理者の指定の手続等に関する規則（平成１６年調布市教育委員会

規則第１号）に定めるところによるものとし，指定管理者の個人情報保護

に関する事項については，                         

    調布市個人情報保護条例（平成２７年調布市条例第５４号）及び

調布市特定個人情報保護条例（平成２７年調布市条例第５１号）等に定め

るところによる。 

 なお，通則的事項以外の事項については，個別の公の施設の設置及び管

理に関する条例，規則等で定めるものとする。  

(2) 市民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件（休館日，開

館時間，使用のための手続，使用制限の要件，使用料等）は，個別の公の

施設の設置及び管理に関する条例，規則等で定めるものとする。 

(2) 市民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件（休館日，開

館時間，使用のための手続，使用制限の要件，使用料等）は，個別の公の

施設の設置及び管理に関する条例，規則等で定めるものとする。 

(3) 「業務の範囲」のうち，市が実施すべき事項は，次に掲げるものとし，

これらを指定管理者の業務の範囲から除くものとする。 

  ア 公物警察権に基づく管理行為 

  イ 基本的利用条件の設定 

  ウ 使用料の強制徴収 

  エ 不服申立てに対する決定 

(3) 「業務の範囲」のうち，市が実施すべき事項は，次に掲げるものとし，

これらを指定管理者の業務の範囲から除くものとする。 

  ア 公物警察権に基づく管理行為 

  イ 基本的利用条件の設定 

  ウ 使用料の強制徴収 

  エ 不服申立てに対する決定 

２から４まで 省略 ２から４まで 省略 

資料 １ 
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新 旧 

第３から第１０まで 省略 第３から第１０まで 省略 

第１１ 情報公開 第１１ 情報公開 

選考過程における公正性及び透明性を高めるとともに，説明責任を果たす

ため，指定管理者制度に関する情報について公開するものとする。 

選考過程における公正性及び透明性を高めるとともに，説明責任を果たす

ため，指定管理者制度に関する情報について公開するものとする。 

(1) 指定管理者となった者及び指定管理者の候補者から提出された書類等に

ついては，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）             

の規定による個人情報又は不正競争防止法（平成５年法律第４７号）の規

定による秘密事項等，公開しないことによる合理的理由がある場合を除き，

公開するものとする。 

 なお，事前に募集要項等において公表条件等を必ず明記するものとする。 

(1) 指定管理者となった者及び指定管理者の候補者から提出された書類等に

ついては，調布市個人情報保護条例及び調布市特定個人情報保護条例の規

定による個人情報又は不正競争防止法（平成５年法律第４７号）の規定に

よる秘密事項等，公開しないことによる合理的理由がある場合を除き，公

開するものとする。 

 なお，事前に募集要項等において公表条件等を必ず明記するものとする。 

(2) 公開に当たっては，指定管理者の選定に影響を及ぼさないよう，慎重に

行うものとする。 

(2) 公開に当たっては，指定管理者の選定に影響を及ぼさないよう，慎重に

行うものとする。 

(3) 公開方法については，市報，ホームページ，行政資料室等で行うものと

し，公開内容については，公開方法の特性に応じて判断するものとする。 

(3) 公開方法については，市報，ホームページ，行政資料室等で行うものと

し，公開内容については，公開方法の特性に応じて判断するものとする。 

(4)  前３号に掲げるもののほか，調布市情報公開条例（平成１１年調布市条

例第１９号）の規定により，市政情報公開請求があった場合は，同条例に

基づき公開するものとする。 

  【選定審査委員会による候補者の決定後に公開する情報】（参考例） 

  ア 応募団体の名称，選定方法，審査方式，選定基準，審査結果（選定さ

れた団体の名称，得点集計，選定理由，付帯意見等） 

  イ 事業提案書（個人情報等に関するものを除く。） 

  ウ 選考審査委員会名簿 

  エ 選考審査委員会議事録（ただし，第１号に掲げる公開しない事項を除

く。発言内容については，選定審査委員会の承認により，要約した記録

とすることができる。） 

(4) 前３号に掲げるもののほか，           情報公開について

は，調布市情報公開条例（平成１１年調布市条例第１９号）の規定に基づ

くものとする。 

  【選定審査委員会による候補者の決定後に公開する情報】（参考例） 

  ア 応募団体の名称，選定方法，審査方式，選定基準，審査結果（選定さ

れた団体の名称，得点集計，選定理由，付帯意見等） 

  イ 事業提案書（個人情報等に関するものを除く。） 

  ウ 選考審査委員会名簿 

  エ 選考審査委員会議事録（ただし，第１号に掲げる公開しない事項を除

く。発言内容については，選定審査委員会の承認により，要約した記録

とすることができる。） 

第１２から第１４まで 省略 第１２から第１４まで 省略 

 


